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・ 発明の問題点を指摘したり、改善案を提案したりすることは避けてください。 

・ 提示されたコメントは、すべて公開される点にご留意ください。仮に、ご自身又は所属する組

織の秘密情報を提示してしまった場合であっても、その損失等について、（財）知的財産研究

所は一切の責任を負いかねますことをご了承ください。また、改善案を提示（公開）してしまっ

た後に、その改善案を発明として特許出願したとしても、その提示（公開）によって、既に新規

性が失われており、その発明について特許を受けることができない可能性があることをご留

意ください。 

 

３．留意事項 

３－１．中立的立場としての誠実かつ公正なレビュー 

（１）レビューは、「誠実かつ公正」に行ってください。 

（２）レビュー対象出願の内容やその出願人について、誹謗中傷するような行為（例えば、特定の

出願人を誹謗中傷するようなコメントの提示）や、他のレビュアーを誹謗中傷するような行為はし

ないでください。そのような行為等、ＣＰＲの趣旨にかんがみて、不適切と思われる行為が見られ

た場合には、誹謗中傷等の不適切なコメントを直ちに削除する等の措置を取るとともに、悪質な

場合は、ポータルサイトへのアクセスを禁止する等の措置を取らせていただきます。 

（３）特定の出願人の特許取得を阻止する目的や、特定の企業の事業活動に害を与える目的等、

本ＣＰＲの趣旨に反するような目的をもって、レビューを行わないでください。 

 

３－２．著作権の取扱い 

（１）他人の著作権がある文献等であって、当該著作権者の許諾を得ていない文献等については、

当該文献自体の複製及び送信は、行わないでください。 

（２）他人の著作権を侵害するようなコメントは、提示しないでください。そのようなコメントが見られ

た場合には、直ちに削除する等の措置を取らせていただきます。 

（３）レビュアーが、ポータルサイトに提示したコメントの著作権は、提示した時点で、（財）知的財産

研究所に帰属するものとします。 

（４）（財）知的財産研究所は、レビュアーが提示したコメントの著作物を利用するにあたって、著作

者の表示をすることを要しないものとします。 

（５）（財）知的財産研究所は、レビュアーが提示したコメントの著作物を利用するにあたって、レビ

ュアーの承諾を得ることなく、レビュアーが提示したコメントの著作物を改変することができるもの

とします。 

 

４．問い合わせ先 

ＣＰＲに関して、ポータルサイト上での操作方法等、ご不明な点等がございましたら、財団法人

知的財産研究所 ＣＰＲ運営事務局（cprtrial-iip@iip.or.jp）まで、お願いいたします。 

以上 


